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特集　白河市立地適正化計画

　病院や商業施設、福祉施設などの都市機能やサービ
スは、私たちの日常生活を支える重要な施設ですが、
利用者の減少などによって施設が閉鎖された場合、私
たちの生活に大きな影響を与えることとなります。
　立地適正化計画は、これら重要な施設の利用者を維
持するため、居住の誘導や若者の地元定着、移住定住

の促進などの施策を推進し、持続可能でコンパクトな
都市づくりや、田園・里山を中心とする豊かな自然を
いかした地域づくりなど、各地域の特性に合わせたま
ちづくりを進めるための計画です。概ね次の事項につ
いて定めています。
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～歴史と伝統文化に育まれた風土と人が共生する～歴史と伝統文化に育まれた風土と人が共生する
人にやさしい魅力あるまちづくりを目指して～人にやさしい魅力あるまちづくりを目指して～

 立地適正化計画とは

 立地適正化計画で定める区域（都市再生特別措置法により定める区域）

 魅力あるまちづくりを進めるための施策

≪都市機能を誘導するための施策≫
　コンパクトな都市づくりのため、公共施設や民間事
業者による「都市機能」の整備等の促進を図ります。
◦複合施設、物産交流センター（仮称）の整備など
◦誘導施設の建築等に対する規制の緩和、都市計画施 
　設の整備促進など
※誘導施設とは、市が都市拠点形成区域に誘導しよう 
　としている施設（医療施設・商業施設など）です。

≪居住を誘導するための施策≫
　住宅の取得等に対する支援や低未利用土地の利用促
進、良好な都市環境の整備を通じて街なか居住区域の
人口密度を維持します。
◦住宅の取得費などに対する支援（市内全域）
◦空き家バンクなどによる中古住宅の流通促進
（市内全域）
◦低未利用土地の利用促進のための国の税制優遇制度 
　の周知
◦建築物の建築等に対する規制等の見直し
◦公共交通ネットワークの維持・強化
◦ウォーカブルな（歩いて行ける）都市づくりの推進

≪周辺地域を振興するための施策≫
　都市拠点形成区域や街なか居住区域を取り囲む、農
業を中心とした周辺区域においては、コミュニティを
大切にし、豊かな自然をいかした地域づくりを進めま
す。
①農業の振興を図るための施策
　規模拡大を図る若手農業者や新規就農希望者への支
援、ICT機器およびロボット技術の導入に対する支援

②高齢者が安心して生活するための施策
　自家用車を持たない高齢者の移動を支援、医療の確
保（市内全域）、移動販売による買い物サポート

③移住・定住を促進する施策
　農業を通じた情報発信や、移住希望者等の受け入れ
体制づくり
※周辺地域とは、大沼・小田川・白坂・五箇・関辺・ 
　旗宿および表郷・大信・東の各地域です。

 防災指針

 届出制度

　本市で発生するおそれのある災害について、国・県
の情報を踏まえ、そのリスクを分析し、防災まちづく
りに向けた具体的な取り組みを推進します。
　土砂災害警戒区域や50㎝以上の浸水想定区域は、
街なか居住区域には設定しません。
≪取組例≫
◦土のうステーションの設置
◦防災ラジオの普及など
※50㎝以上の浸水想定区域とは、床上浸水のおそれ 
　がある区域です。
※ハザードの詳細については「総合防災マップ」など
　で確認してください。

　一定規模以上の開発･建築行為を街なか居住区域外
で行おうとする場合、誘導施設を都市拠点形成区域外
で建築しようとする場合、誘導施設を廃止しようとす
る場合は、届出の対象となります。
※一戸のみの一般的な住宅を建築する場合は、特に届 
　出の対象となりません。

≪立地適正化計画区域図≫

　詳しくは、お問い合わせいただくか、
ホームページをご覧ください。
問本庁舎都市計画課　内2232

≪届出対象の例≫

　　人口の減少や少子高齢化の進行、空き家や空き地の増加など、私たちが住む地域を取り巻く
環境が大きく変化しようとしています。
　市では、これらの課題に対応するための土地利用方針として「立地適正化計画」の策定を進
めています。今回はその概要をお知らせします。

都市拠点形成区域（赤の部分）
　医療や商業・行政などの都市機能（※）を都市の拠点に誘導
することで、これら各種サービスの効率的な提供を図る区域
※都市機能とは、この計画では病院や床面積3,000㎡以上の店 
　舗、国・県の機関など

街なか居住区域（緑の部分）
　都市機能を維持するため、人口密度を維持する区域です。
用途地域の中に次の条件から設定します。
①白河駅、新白河駅周辺など公共交通で便利な区域
②国勢調査の結果による人口集中地区
③良好な住環境を阻害（工業系用途地域、災害リスクの高い 
　地域）するおそれのない区域
※用途地域とは、都市計画法に定められる地域で、住宅・商 
　業・工業の建物の混在を抑えるため設定します。

白河駅

新白河駅

●市役所

●総合運動公園

●小峰城跡

●中央中

●白三小
●白河高校

●白河消防署

●メガステージ白河

●白河モール


